
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母子生活支援Šあż方Š検討経過ŝŖいŘ 
資料２ 

 

【説明内容】 
○Ťまわż荘休止後Š状況ŝŖいŘ 
 （下記【参考】参照） 

りŤŚż親家庭ŪŠưるƟ調査ŝŖいŘ 
 ・児童扶養手当受給者約 3,300 人ŝ対

し、8月Š現況届提出Š機会を捉えư
るƟ調査を実施（結果を基ŝ支援策Š
あż方等ŝŖいŘ協議予定） 

 ・次回（7/25）Š会議ŝ調査内容を提
示、当該会議řŠ協議を依頼 

 
【委員ĽŻŠ主Ŝ意見】 
り生Š声をřĿŽŒけ多く拾えŽźう配慮
しŘ欲しい 

 ⇒待œ時間を利用しŘ直接聞Ŀ取żすŽ
方法等を検討すŽ 

○保育施設等ŝļいŘŴ協力řĿŽ部分š
協力しőい 

 

【説明内容】 
りŤまわż荘Š廃止ŝŖいŘ 
 ・施設Š老朽化、利用者Š減少、社会ư

るƟŠ変化ŪŠ対応等Š理由ĽŻ、施
設を H31 年度中ŝ廃止 

 ・利用者（3世帯）š福祉及ť営住宅
等Š的支援を活用しő自立支援ŝ切
替 

 
【委員ĽŻŠ主Ŝ意見】 
り入居者僅少Ŵ施設Š機能š継続ŇせŽū
Ŀ 

り母子家庭ŚŠ理由řŠ市営住宅ŪŠ優先
入居š困難Ŝ状況řšŜいŠĽ 

 ⇒市ľ、入居ľ必要Ś判断しő場合、優
先的ŝ随時入居ř対応すŽ方針 

第 23 回会議（H30.5.31） 
 
【説明内容】 
りŤまわż荘Š休止ŝŖいŘ 

・施設廃止条例を 12 月議会ŝ提案Ŵ、議
会řŠ議論等を踏まえ撤回 

・耐震診断かCきŠ判定Šőų、入居 3世帯
š市営住宅ŝ転居予定 

り母子世帯支援Šあż方ŝŖいŘ 
・当該会議ř、母子生活支援全体Šあż
方ŝŖいŘŠ検討依頼 

・施設（Ťまわż荘）Š経過Ś概要説明
（現行指定管理料：26,000 千円） 

・ŤŚż親家庭ŝ向けő支援メưュる提
示 

・次回š国Š施策、次よ回š郡山市Ś他
市Š状況ŝŖいŘ説明予定 

 
【委員ĽŻŠ主Ŝ意見】 
りŅžまřŠ多額Š費用を母子家庭ŪŠ別
Ŝ支援ŝ切ż替えŻžŜいĽ 

りưるƟšơロřšŜいŠř、母子家庭Š
Ơるフティネッƭš必要 

りSDGっ Šまœを目指すŠřあžŢ、先進的
Ŝ母子福祉施設Š新設ľ必要řšŜいĽ 

りŤŚż親家庭ŪŠ支援策Š周知ľ十分ř
ŜいŠřšŜいĽ 

 

【説明内容】 
り母子生活支援Šあż方ŝŖいŘ 

・児童福祉法、母子父子寡婦福祉法ŝ基
ŗく「母子生活支援施設運営指針」及
ťŤŚż親家庭支援ŝ対すŽ国Š考え
方を説明 

 
【委員ĽŻŠ主Ŝ意見】 
り「子育Ř世代包括支援Ơンタる」（ネウボ
ラ）を全国展開しŘいくŚあŽľ、本市
Š状況šśうĽ 
⇒H29 年度ŝ市内 4ヶ所ŝ開設、助産師
を配置し、家庭訪問等ŝźż妊娠、出
産ŝ対すŽ支援を実施 

り国ľ示す母子生活支援施設運営指針Ś現
行ŠŤまわż荘ŚŠƓャップš理解 

り当該会議ŝļけŽ今後Š方向性協議Š期
間Š考え方š 

 ⇒期間あżĿřšŜく、各委員ŝ全体像
を把握しŘŴŻŕő上řŠ審議を想定 

○ƴるƮ面Š整備ŒけřŜく、支援Šネッ
ƭワるƔ構築ľ必要řšŜいĽ 

り施設休止ŝźŽ入居世帯Š動向等ŝŖい
Ř次回Š会議řŠ説明希望あż 

第 27 回会議（R1.5.30） 

 
り母子生活支援施設廃止条例を提案 
 
り廃止条例提案を撤回 
 ⇒őŒし、耐震診断かCきŠ判定Šőų、

Ťまわż荘š H31.4 月以降休止 

【参考】平成 30 年 12 月議会 

 

【説明内容】 
○ŤŚż親世帯等ŪŠ意向調査ŝŖいŘ 
 ・対象者、実施方法、設問内容等ŝŖい

Ř提示、説明 
（委員ŝš事前送付ᴄ意見聴取） 

 
【委員ĽŻŠ主Ŝ意見】 
り非常ŝƯるƵƞŜ質問等ŴあŽŠř、聞
Ŀ取ż等Š際š留意願いőい 

○栄養や食š貧困問題Ś関係ľあż、Ņž
ŻŝŖいŘ困żņŚ等を聞いŘšśうĽ 

 ⇒全体Š設問数Š関係上、入žŘšいŜ
いľ、他Š関連すŽ設問や聞Ŀ取żŜ
śř対応しőい 

【参考】母子生活施設運営指針（H24.3.29ば厚労省通知）Ś本市施設（Ťまわż荘）Š状況
国ľ示す施設Š主Ŝ役割 Ťまわż荘ŝļけŽ支援（～H31.3.31） Ťまわż荘休止後Š支援（H31.4.1～）

住Ų場所Š提供 居室Š提供
・市営住宅優先抽ࣿ枠Š拡大（毎月１→3枠）
・連帯保証人ľϿ保řĿŜい世帯ŪŠ支援
・母子緊急一時保護宿泊費等援護費支給事業Š創設

母親ŝ対すŽ自立支援（就労ᴄ家庭生活ᴄ養育等） 母子支援員ŝźŽ面談等（計画řš年4回）
児童ŝ対すŽ自立支援（学習ᴄ生活ᴄ交友等） 少年指導員ŝźŽ面談等（計画řš年2回）

児童虐待防止やDV被害者ŪŠ支援 未実施（市ŅśŴ家庭相談Ơンタる職員ľ対応）
・「子śŴ家庭総合支援拠点事業」ƞタるƭ
・ŅśŴ家庭相談Ơンタる職員ľ随時対応
ば（同所ľ配偶者暴力相談支援Ơンタる兼şŽᴃ県内唯一）

・「子śŴ家庭総合支援拠点事業」ƞタるƭ
・ŅśŴ家庭相談Ơンタる職員ľ訪問支援（最低月1回）

第 25 回会議（H31.1.31） 第 26 回会議（H31.3.28） 

第 28 回会議（R1.7.25） 


